
（再送）【新型コロナウイルス】QLD 州政府、マスク着用義務措置の適用拡大を発表

（１２月２３日（木）午前５時から適用） 

２０２１年１２月２３日 

在ブリスベン総領事館 

 

※２２日付領事メールで御案内した本文中に記載の適用開始時刻に誤りがありまし

たので、お詫びの上訂正し、以下のとおり再送致します。 

 

●１２月２２日（水）、クイーンズランド（QLD）州政府は、マスク着用義務措置の適用を、

映画館、劇場及び接客業の従業員にも拡大することを発表しました。 

 

１２月２２日（水）、QLD 州政府は、QLD 州内全域において１２月２３日（木）午前５時

から、映画館、劇場及び接客業の従業員にもマスク着用義務措置の適用を拡大する

ことを発表しました。加えて、以下の場所・場合においても、引き続きマスク着用が義

務づけられます。 

 

・ タクシーやライドシェアサービス（uber 等）及び公共交通機関 

・ ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売店等の屋内店舗 

・ 病院、高齢者介護施設、障がい者支援宿泊施設、矯正施設等の脆弱な施設 

・ 空港構内（タクシー乗場や駐車場も含む）及び QLD 州内の国内線機内 

・ 海外から、又は、感染多発地域（ホットスポット）からの入州者が空港から隔離ホ

テルまで移動する場合 等 

 

なお、屋外や職場において、また、１２歳未満の子どもにはマスク着用義務の措置

は適用されません。その他にもマスク着用義務の適用対象外の例があります。 

 

○本件に関する情報は以下を御覧下さい（英文のみ） 

http://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/current-status/public-health-directions/mandatory-masks 

 

○新型コロナウイルスに関する州政府の最新情報は以下を御覧下さい（英文のみ） 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/current-status/urgent-covid-19-update 

 

○QLD 州政府による「ビジネス及び（行事や活動の）会場・開催場所における

COVID-19 のリスク管理」の原文及び仮訳（仮訳は必ずしも原文を忠実に訳したもの

ではありません）は以下を御覧下さい。 

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/COVID19/COVIDbiz22122021.pdf  



 

https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0028/228655/Managing-the-risk-for-

COVID-19-exposures.pdf 

 

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録され 

たメールアドレスに自動的に配信されております。 

＜問い合わせ先＞ 

在ブリスベン日本国総領事館住所：Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000 

電話：07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL か

ら停止手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

また、「たびレジ」は日本国籍の無い方でも登録可能ですので、本メールの受領を

希望する方には、是非「たびレジ」登録をご案内下さい。 

（良くある質問）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/faq.htm 


